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令和  ６  年  ３  月２５日  

 

薩摩川内市長   田  中  良  二  

 

薩摩川内市条例第  ７  号  

薩摩川内市重度心身障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正

する条例  

 

薩摩川内市重度心身障害者医療費の助成に関する条例（平成１６年薩摩川内市

条例第１５１号）の一部を次のように改正する。  

第２条第１項第４号中「前３号」を「前各号」に改め、同号を同条第５号とし、  

同条中第３号の次に次の１号を加える。  

⑷  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）

第４５条第２項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、精  

神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和２５年政令第１５５号）  

第６条第３項に規定する１級に該当する障害を有するもの  

第２条第３項を次のように改める。  

３  この条例において「対象者」とは、本市の区域内に住所を有し、かつ、医療

保険各法の規定による被保険者、被扶養者又は組合員である重度心身障害者  

（本市の区域内に設置されている障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５条第１１項に規定する障

害者支援施設若しくは同条第１７項に規定する共同生活援助を行う住居、障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成１８

年厚生労働省令第１９号）第２条の３に規定する施設、独立行政法人国立重度

知的障害者総合施設のぞみの園法（平成１４年法律第１６７号）第１１条第１

号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置す

る施設、児童福祉法第７条第１項に規定する児童福祉施設、介護保険法（平成

９年法律第１２３号）第８条第１１項に規定する特定施設若しくは同条第２５

項に規定する介護保険施設、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０

条の４に規定する養護老人ホーム、職業能力開発促進法（昭和４４年法律第  

６４号）第１５条の７第３項に規定する公共職業能力開発施設又は学校教育法

（昭和２２年法律第２６号）第７８条の規定により設置された特別支援学校の

寄宿舎（以下「社会福祉施設等」と総称する。）に収容され、又は入所してい

る者で、当該社会福祉施設等に収容され、又は入所したため、他の市町村の区

域内から本市の区域内に住所を移した者を除くものとし、他の市町村の区域内

に設置されている社会福祉施設等に収容され、又は入所している者で、当該社



会福祉施設等に収容され、又は入所したため、本市の区域内から他の市町村の

区域内に住所を移した者は、なお本市の区域内に住所を有する者とみなす。た

だし、重度心身障害者に保護者がある場合において、その保護者が他の市町村

の区域内から本市の区域内に住所を移したとき又はその保護者が本市の区域内

から他の市町村の区域内に住所を移したときは、この限りでない。）とする。

ただし、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けている世    

帯に属する者は除く。  

第３条第１項中「保険給付等」の次に「（第２条第１項第４号に該当する者に  

あっては入院に係るものを除く。）」を加える。  

第８条を第１２条とする。  

第７条中「第４条第３項」を「第８条第１項」に改め、同条を第１１条とし、

第６条を第１０条とする。  

第５条中「前条」を「前条第１項」に改め、同条に次の１項を加える。  

２  受給資格者が前条第２項の規定による保険給付等を受け、審査集計機関（保

険給付等に係る一部負担金の審査及びデータの入力を行う機関をいう。）から

当該保険給付等に係る費用額その他助成金の算定に必要な事項が市長に通知さ

れたときは、市長は、その内容を審査の上、助成金の額を決定し、受給資格者

に支払うものとする。  

第５条を第９条とし、同条の前に次の３条を加える。  

（受給資格者証の交付）  

第６条  市長は、前条第１項の規定による認定を行ったときは、受給資格者に対

して、重度心身障害者医療費受給資格者証（以下「受給資格者証」という。）

を交付するものとする。  

（受給資格者証の提示）  

第７条  受給資格者は、対象者が保険医療機関等による診療を受けるときは、当

該保険医療機関等に医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者

又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給資格者証を提示しなければな

らない。  

（助成金の申請等）  

第８条  受給資格者は、助成金の支給を受けようとするときは、保険給付等を受

けた日の属する月の翌月から起算して６箇月以内に市長に申請しなければなら

ない。ただし、１年以内の期間に限り、市長が特別の理由があると認めたとき

は、この限りでない。  

２  前項の規定にかかわらず、受給資格者が前条の規定により、鹿児島県内の保

険医療機関等で保険給付等を受けたときは、前項の規定による申請は要しない

ものとする。  

３  対象者が死亡し、又はその他の理由により第１項の申請又は第５条第２項の  

届出をすることができないときは、保護者又は遺族（以下「遺族等」という。）  

が申請をし、又は届出をするものとする。  



４  前項に規定する遺族等の範囲及び順位は、規則で定める。  

第４条第１項中「第４項」を「第８条第３項」に改め、同条中第３項から第５

項までを削り、同条を第５条とする。  

第３条の次に次の１条を加える。  

（助成の制限）  

第４条  重度心身障害者の前年の所得（１月から９月までの間に受けた医療に係

る助成金については、前々年の所得とする。）が特別児童扶養手当等の支給に

関する法律施行令（昭和５０年政令第２０７号。以下「施行令」という。）第  

７条に定める額を超えるとき、又は現にその重度心身障害者と生計を同じくす

るその重度心身障害者の配偶者若しくはその重度心身障害者の扶養義務者（民  

法（明治２９年法律第８９号）第８７７条第１項に規定する扶養義務者をいう。）  

のうちいずれかの者の前年の所得が、施行令第８条第１項において準用する施

行令第２条第２項に定める額以上であるときは、支給しない。  

２  前項に規定する所得は、施行令第４条に定める所得とする。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和６年７月１日（以下「施行日」という。）から施行する。  

 ただし、附則第３項の規定は、公布の日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例による改正後の薩摩川内市重度心身障害者医療費の助成に関する条

例（以下「新条例」という。）の規定は、施行日以後の診療に係る医療費の助

成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の

例による。ただし、新条例第２条第１項第４号に規定する者については、受給

資格者証の交付を受けた日以後の診療に係る医療費の助成について適用する。  

（準備行為）  

３  新条例第５条第１項の規定による受給資格の認定及び当該認定に関し必要な

手続その他の行為は、施行日前においても、新条例の例により行うことができ

る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


